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基本となる組合せ（案）

令和６年８月８日　宮崎県日向灘沖地震後に巨大地震が発生した場合の重点受援県と即時応援県の組み合わせ

地方 重点受援県 即時応援県（基本となる組合せ） 即時応援県・指定都市（その他）
中部 静岡県 富山県「中部９県１市」

愛知県 新潟県（注２）
三重県 福井県「中部９県１市」

近畿 和歌山県 埼玉県 左記以外の即時応援県・指定都市を
四国 徳島県 鳥取県「中国・四国協定」 被害状況に応じて割り振り

香川県 栃木県
愛媛県 群馬県
高知県 島根県「中国・四国協定」

九州 大分県 佐賀県
宮崎県 長崎県「九州山口９県」

注１：即時応援県は被害が想定されない地域から選定。「」は基本となる組合せを設定した理由。他の団体は距離等を参考に設定。
注２：協定に基づき石川県が即時応援県の候補であったが、能登半島地震の復旧・復興途上にあるため新潟県とした。

令和６年８月８日 宮崎県日向灘沖地震発災時に周知した基本となる組合せ

その後調整を行い、今回提示する基本となる組合せ（案）

※愛知県への即時応援県の変更
（新潟県→福島県）について

令和６年９月に新潟県と三重県
との間に災害応援協定を締結する
予定であるとの連絡があり、両県の
意向を確認したところ、可能であれ
ば協定に基づく応援・受援を希望
したいとのこと。
ただし、中部９県１市の協定が先
に決まっていることから、基本となる
組合せについては福井県のままと
し、新潟県は被害状況に応じた即
時応援県の立場とする。
新潟県が基本となる組合せの即時
応援県であった愛知県については、
福島県を基本となる組合せとする。

南海トラフ地震が発生した場合の重点受援県と即時応援県の組合せ（案）

地方 重点受援県 即時応援県（基本となる組合せ） 即時応援県・指定都市（その他）
中部 静岡県 富山県「中部９県１市」

愛知県 福島県（注２）
三重県 福井県「中部９県１市」

近畿 和歌山県 埼玉県 左記以外の即時応援県・指定都市を
四国 徳島県 鳥取県「中国・四国協定」 被害状況に応じて割り振り

香川県 栃木県
愛媛県 群馬県
高知県 島根県「中国・四国協定」

九州 大分県 佐賀県
宮崎県 長崎県「九州山口９県」

注１：即時応援県は被害が想定されない地域から選定。「」は基本となる組合せを設定した理由。他の団体は移動時間を参考に設定。
注２：協定に基づき石川県が即時応援県の候補であったが、能登半島地震の復旧・復興途上にあるため福島県とした。
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